
政
令
第
六
十
八
号

食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
な
い
権
限
）

第
一
条

食
品
表
示
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
権
限
は
、
法
第
四
条
第
一
項
、
同
条

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
権
限
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
条

法
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
権
限
（
法
第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
国
税
庁
長
官
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
財

務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
三
条

法
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
方
農
政
局

長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。



一

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及
び
当
該
指
示
に
係
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
（
い
ず
れ
も
食
品
関
連

事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
及
び
事
業
所
が
一
の
地
方
農
政
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
も
の
に
関
す
る

も
の
（
第
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）

当
該
地
方
農
政
局
の
長

二

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求

当
該
食
品
関

連
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴

収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求

当
該
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す

る
立
入
検
査
及
び
質
問

当
該
立
入
検
査
又
は
質
問
の
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長

五

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査

当
該
申
出
の
対
象
と
す
る

食
品
関
連
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長

第
四
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
国
税
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定



め
る
者
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
国
税
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及
び
当
該
指
示
に
係
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
（
い
ず
れ
も
食
品
関
連

事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
及
び
事
業
所
が
一
の
国
税
局
（
沖
縄
国
税
事
務
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
も
の
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
国
税
局
の
長

二

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求

当
該
食
品
関

連
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
国
税
局
長
（
沖
縄
国
税
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）

三

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴

収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求

当
該
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
国
税
局
長

四

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す

る
立
入
検
査
及
び
質
問

当
該
立
入
検
査
又
は
質
問
の
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
国
税
局
長
又
は
税
務
署
長

五

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査

当
該
申
出
の
対
象
と
す
る

食
品
関
連
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
国
税
局
長



（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
）

第
五
条

法
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
法
第
六
条
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及
び
当
該
指
示
に
係
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
（
い
ず
れ
も
食
品
関
連

事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
及
び
事
業
所
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
み
に
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
食
品
関
連
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務

当
該
都
道
府

県
の
知
事

二

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求
に
関
す
る
事
務

当
該
食
品
関
連
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴

収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求
に
関
す
る
事
務

当
該
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事



四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す

る
立
入
検
査
及
び
質
問
に
関
す
る
事
務

当
該
立
入
検
査
又
は
質
問
の
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

五

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
出

の
対
象
と
す
る
食
品
関
連
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

２

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
同
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
に
関
す
る
規
定
（
法
第
六
条

第
二
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
八
条
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て

都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
（
特
定
食
品
関
連
事
業

者
以
外
の
食
品
関
連
事
業
者
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
っ

た
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
食
品
関
連
事
業
者
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係



の
あ
る
事
業
者
に
つ
い
て
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
要
求
又
は
立
入
検
査
若

し
く
は
質
問
を
行
っ
た
結
果
、
当
該
特
定
食
品
関
連
事
業
者
が
法
第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
お
り
、
又
は
正
当
な
理
由
が

な
く
て
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係
る
措
置
（
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
定
め
る
都
道
府

県
知
事
が
し
た
指
示
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
っ
て
い
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
都
道
府
県
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知

事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

８

第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
務
を
行
う
と
き
は
、
相
互
に
密
接
な
連
携
の
下
に
行
う
も
の
と
す
る
。



（
都
道
府
県
等
が
処
理
す
る
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
属
す
る
事
務
）

第
六
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
属
す
る
事
務
（
酒
類
及
び
次
条
第
一
項

本
文
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
法
第
六
条
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ

い
て
は
、
消
費
者
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及
び
当
該
指
示
に
係
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
（
い
ず
れ
も
特
定
食
品

関
連
事
業
者
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務

当
該
特
定
食
品
関
連
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

二

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前
号
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事
の
指
示
に
係
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
及

び
当
該
命
令
に
係
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
（
い
ず
れ
も
特
定
食
品
関
連
事
業
者
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
知
事

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求
に
関
す
る
事
務



当
該
食
品
関
連
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

四

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴

収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求
に
関
す
る
事
務

当
該
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

五

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す

る
立
入
検
査
及
び
質
問
に
関
す
る
事
務

当
該
立
入
検
査
又
は
質
問
の
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

六

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
出

の
対
象
と
す
る
食
品
関
連
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

２

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
同
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
内
閣
総
理
大
臣
に
関
す
る
規
定
（
法
第
六
条

第
二
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
八
条
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て

都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
内
閣

府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
消
費
者
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
（
特
定
食
品
関
連
事
業



者
以
外
の
食
品
関
連
事
業
者
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
っ

た
場
合
に
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
消
費
者
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

消
費
者
庁
長
官
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
食
品
関
連
事
業
者
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係

の
あ
る
事
業
者
に
つ
い
て
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
要
求
又
は
立
入
検
査
若

し
く
は
質
問
を
行
っ
た
結
果
、
当
該
特
定
食
品
関
連
事
業
者
が
法
第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
お
り
、
又
は
正
当
な
理
由
が

な
く
て
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係
る
措
置
（
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
定
め
る
都
道
府

県
知
事
が
し
た
指
示
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
っ
て
い
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

消
費
者
庁
長
官
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
都
道
府
県
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知

事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
消
費
者
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。

８

第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
庁
長
官
又
は
都
道
府
県
知
事
が
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
務
を
行
う
と
き
は
、
相
互
に
密
接
な
連
携
の
下
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
属
す
る
事
務
（
ア
レ
ル
ゲ
ン
、
消
費
期

限
、
栄
養
成
分
の
量
及
び
熱
量
そ
の
他
の
国
民
の
健
康
の
保
護
及
び
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
食
品
に
関
す
る
表
示
の
事

項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
都
道
府
県
知
事
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
（
法
第
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
健
所
を
設
置
す
る
市
を
い
う
。
第
八
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
こ
と
と
す
る

。
た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
（
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
栄
養
成
分
の
量

及
び
熱
量
そ
の
他
の
国
民
の
健
康
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
食
品
に
関
す
る
表
示
の
事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
の
表
示
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

務
に
あ
っ
て
は
法
第
六
条
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
消

費
者
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。



一

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
及
び
当
該
指
示
に
係
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
す
る

事
務

当
該
指
示
に
係
る
食
品
関
連
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

二

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
前
号
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事
の
指
示
に
係
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
命
令
及
び
当
該
命
令
に
係
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
事
務

当
該
都
道
府
県
知
事

三

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
及
び
当
該
命
令
に
係
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
事
務

当
該

命
令
に
係
る
食
品
関
連
事
業
者
等
の
主
た
る
事
務
所
（
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
が
個
人
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
。
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

四

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求
に
関
す
る
事

務

当
該
食
品
関
連
事
業
者
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

五

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴

収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求
に
関
す
る
事
務

当
該
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

六

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事

業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
事
務
並
び
に
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
関
す
る
事
務



当
該
立
入
検
査
、
質
問
又
は
収
去
の
場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

七

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
出
の
対
象
と
す
る
食
品
関
連
事
業
者
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

２

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
同
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
内
閣
総
理
大
臣
に
関
す
る
規
定
（
法
第
六
条

第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
八
条
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
都
道
府
県
知
事
に

関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
行
っ
た
場
合
に
は

そ
の
内
容
を
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
行
っ
た
場
合
に
は
そ
の
結
果
を
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
消
費
者
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

消
費
者
庁
長
官
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し

て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
つ
い
て
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
要
求
又
は
立
入

検
査
、
質
問
若
し
く
は
収
去
を
行
っ
た
結
果
、
当
該
食
品
関
連
事
業
者
等
が
法
第
五
条
の
規
定
（
第
一
項
た
だ
し
書
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
違
反
し
て
お
り
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
く
て
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く



は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係
る
措
置
（
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
定
め
る
都
道
府
県
知
事
が
し
た

指
示
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
っ
て
い
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

消
費
者
庁
長
官
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
都
道
府
県
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知

事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
消
費
者
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

７

第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
庁
長
官
又
は
都
道
府
県
知
事
が
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
と
き
は
、
相
互
に
密
接
な
連
携
の
下
に
行
う
も
の
と
す
る
。

８

第
一
項
第
三
号
（
法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
の
命
令
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
（
法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に



よ
り
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
七
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
別
区
が
処
理
し
、
又
は
特
別
区
の
区
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
法
第
六
条
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
、
第
七
条
並
び
に
第
八
条
第
一
項
及
び
第
七
項
に
規
定

す
る
事
務
（
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
市
場
（
花
き
の
卸
売
の

た
め
に
開
設
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
都
が
処
理
し
、
又
は
都
知
事

が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

食
品
表
示
法
第
十
五
条

第
七
条
第
一
項
第
三
号
（
法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を

の
規
定
に
よ
る
権
限
の

停
止
す
べ
き
こ
と
の
命
令
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号

委
任
等
に
関
す
る
政
令

（
法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

（
平
成
二
十
七
年
政
令

道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

第
六
十
八
号
）

（
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
。
」
に
改
め
る
。



第
十
一
条
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
、
「
及
び
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、

「
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
第
二
項
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
第
二
項
」
を

削
り
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
徴
収
」
の
下
に
「
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求
」

を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
（
い
ず
れ
も
法
第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
品
質
に
関
す
る
表

示
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
農
林
物
資
の
製
造
業
者
等
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
当
該
」
の
下
に
「
申

出
の
対
象
と
す
る
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
よ
る
製
造
業
者
等
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
者

と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
」
を
、
「
関
す
る
立
入
検
査
」
の
下
に
「
及
び
質
問
」
を
加
え
、
「
製
造
業
者

等
の
工
場
、
ほ
場
、
店
舗
、
事
務
所
、
事
業
所
又
は
倉
庫
そ
の
他
の
立
入
検
査
に
係
る
」
を
「
立
入
検
査
又
は
質
問
の
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
業
者
等
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
す
る
報
告
の
徴

収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求
に
関
す
る
事
務

当
該
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

第
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
九
条
の
十
四
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
十
九
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め



、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
特
定
製
造
業
者
等
」
の
下
に
「
以
外
の
製
造
業

者
等
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
」
を
加
え
、
「
を
除
く
」
を
「
に
限
る
」
に
改
め
、
同
条
第

六
項
中
「
、
特
定
製
造
業
者
等
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
」
を
、
「
徴
収
」
の

下
に
「
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
要
求
」
を
、
「
立
入
検
査
」
の
下
に
「
若
し
く
は
質
問
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
第
二
項

」
を
削
り
、
「
認
め
る
」
を
「
思
料
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
認
め
る
」
を
「
思
料
す
る
」
に
、
「
そ
の
結
果
を

」
を
「
そ
の
旨
を
当
該
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
同
項
第
五
号
」
を
「
同
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第

一
項
」
を
「
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
及
び
消
防
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の

規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
第
四
十
五
条
第
三
項

二

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
四
条
の
四

（
酒
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
六
条

酒
税
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
及
び
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
収
去
酒
類
等
の
非
課
税
）

第
十
条

法
第
六
条
の
四
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
酒
類
は
、
食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）

第
八
条
第
一
項
（
立
入
検
査
等
）
の
規
定
に
よ
り
収
去
さ
れ
る
酒
類
と
す
る
。

第
十
一
条

削
除

（
農
林
物
資
規
格
調
査
会
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

農
林
物
資
規
格
調
査
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
六
項
た
だ
し
書
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格

化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
を
「
こ
の
限
り
で
な
い
」
に
改
め
る
。

（
健
康
増
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

健
康
増
進
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
削
る
。



第
八
条
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
並
び
に
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
」

に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
号
中
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「

第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同

条
を
第
八
条
と
す
る
。

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
百
三
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
三
十
六
の
二

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）

（
消
費
者
契
約
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

消
費
者
契
約
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



四
十
二

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）

（
消
費
者
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

消
費
者
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
五
号
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に

関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
及
び
「
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」

に
、
「
立
入
検
査
」
を
「
物
件
の
提
出
の
要
求
並
び
に
立
入
検
査
及
び
質
問
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
栄
養
表
示
基
準

及
び
同
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
」
及
び
「
及
び
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を
削
り
、
「
同
法
第
三
十
二

条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
、
「
同
法
第
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
三
十
二
条
の
三

第
三
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
次
条
第
四
号
」
を
「
次
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
号
と
し
、
同
条
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
食
品
表
示
基
準
に
関
す
る
こ
と
（
同

法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
条
第
五
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
並
び
に
同
法
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
物
件
の
提
出
の
要
求
並
び
に
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
の
実
施
に
係



る
も
の
に
限
る
。
）
。

第
十
三
条
第
二
号
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に

関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
特
別
用
途
表
示
、
」
を
「
特
別
用
途
表
示
及

び
」
に
改
め
、
「
栄
養
表
示
基
準
及
び
同
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
中
第
四
号
を
第
五
号

と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

食
品
表
示
法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
食
品
表
示
基
準
に
関
す
る
こ
と
（
表
示
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

（
農
林
水
産
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

農
林
水
産
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る

食
品
表
示
基
準
（
酒
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
第
三
十
七
条
第
二
号
に
お
い
て
「
食
品
表
示
基
準
」
と
い
う
。
）
及
び
飲
食

料
品
以
外
の
」
に
、
「
（
農
林
物
資
の
品
質
に
関
す
る
表
示
」
を
「
（
こ
れ
ら
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
号
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
食
品
表
示
基
準
及
び
飲
食
料
品
以
外
の
」
に
、
「
（
農
林
物
資
の
品
質
に



関
す
る
表
示
」
を
「
（
こ
れ
ら
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
第
二
項
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。


